
霊山院の創設、発展及び廃絶 について

The foundation, development, and extinction of Ryozen-in

市岡　聡



【学
術
論

文
】

霊
山
院
の
創
設
、
発
展
及
び
廃
絶
に
つ
い
て

は
じ
め
に

市

岡

聡

比
叡
山
の
横
川
中
堂
の
東
南
に
位
置
す

る
兜
率
谷
に
は
、
華
台
院
や
恵
心
院
、

難
足
院
と
い
っ
た
諸
堂
が
多
く
位
置
し
て
い
た
と
さ
れ
、
霊
山
院
も
こ
の
谷
に
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る

(
1)
霊
山
院
は
、
正
暦
年
間

(九
九
〇
～
九
九
五
)
に
恵
心

僧
都
源
信
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
源
信
の
所
属
し
た
首
楞
厳

院
や
迎
講
を
行

っ
た
華
台
院
か
ら
も
近
く
、
横
川
地
区
に
お
け
る
活
動
の
中
心
の

一
つ
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
霊
山
院
で
は
毎
日
、
釈
迦
如
来
像

へ
の
生
身
供
が

行
わ
れ
、
毎
月
晦
日
に
は
霊
山
釈
迦
講
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
源
信
は
、
寛
弘
四

年
に

『霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
と

『霊
山
院
式
』
を
相
次
い
で
著
し
、
特
に

生
身
供
の
作
法
を
厳
格
に
定
め
た
。
『
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』

の
後
ろ
に
は
、

一
月

一
日
か
ら
十
二
月
三
十
日
ま
で
の
生
身
供
の
当
番
者
名
を
記
し
た

『霊
山
院

過
去
帳
』
が
あ
り
、
多
く
の
緇
素
貴
賤
が
生
身
供
に
結
縁
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

霊
山
院
は
平
安
時
代
に
お
け
る
比
叡
山
の
仏
教
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な

位
置
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
霊
山
院

そ
の
も
の
が
研
究
対
象
と
さ
れ
る
こ
と

は
少
な

い
。
先
行
研
究

(2
)
を
見
て
ゆ
く
と
、
『
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
、

『霊
山
過
去
帳
』
、
『霊
山
院
式
』
の
検
討
に
多
く
の
紙
片
を
割
き
、
霊
山
院
で
何

が
行
わ
れ
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
結
縁
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
論
ず
る

場
合
が
多
い
。
ま
た
、
霊
山
院
に
つ
い
て
ま
と
ま

っ
た
情
報
が
書
か
れ
た

『
山
門

堂
舎
記
』
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
霊
山
院
の
創
建
年
代
や
建
物
等
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
そ
の
記
述
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
な
く

『
山
門
堂
舎
記
』
の
内
容
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
霊
山
院
の
創
建
後
の

動
き
や
廃
絶
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い

(3
)。

つ
ま
り
、
先

行
研
究
は

『霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
等
の
史
料
か
ら
わ
か
る
寛
弘
四
年
頃
の

情
報
分
析
で
止
ま

っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
霊
山
院
に

つ
い
て
述
べ
る
史
料
、
『
山
門
堂
舎
記
』
の
霊
山
院
に

つ
い
て
の
記
述
、
霊
山
院
の
創
建
年
代
、
霊
山
院
と
権
門
勢
家
と
の
関
係
、
如
法

経
と
の
関
連
、
霊
山
院
の
廃
絶
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
霊
山
院
の
創
建
か
ら
廃

絶
ま
で
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

霊
山
院
に
関
す
る
史
料

現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
史
料
で
、
管
見
に
入
っ
た
霊
山
院
に
つ
い
て
の
記
載
が

あ
る
も
の
を
成
立
年
代
順
に
並
べ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

〔4
)。
な
お
、
史

料
は
元
亀
二
年

(
一
五
七

一
)
の
織
田
信
長
に
よ
る
元
亀
の
焼
き
討
ち
の
前
後
で

分
類
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

【
元
亀
の
焼
き
討
ち
前
】

・
『
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』

寛
弘
四
年

(
一
〇
〇
七
)
七
月



・
『
霊
山
院
式
』

・
『
延
暦
寺
首
榜
厳
院
源
信
僧
都
伝
』

・
『
山

門

堂
舎

記

』

・
『
玉

葉

』

中

の

「
僧

忍

妙

状

」
〔6
)

・
『
慈

鎮

和

尚

建

暦

目

録

』

・
『
慈

鎮

和

尚

承

久

貞

応

御

譲

状

案

』

・
『
門

葉

記

』

「如

法

経

一
」

・
『
門

葉

記

』

「如

法

経

一
」

・
『
如

法

経

現

修

作

法

』

・
『
門

葉

記

』

「如

法

経

一
」

・
『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」

・
『
門

葉

記

』

「如

法

経

一
」

・
『
叡

岳

要

記

』

・
『
門

葉

記

』

「如

法

経

一
」

・
『
関

東

御

教

書

案

』

・
『
近
江
霊
山
院
破
損
注
文
』

一.
一日

寛

弘

四
年

七

月
十

二

日

康

平

四
年

(
一
〇

六

一
)

以
前

成

立

〔,
)。

延
久

四
年

(
一
〇

七

二
)

治

承

四
年

(
一
一
八
〇

)

八

月

二

二

日
条

建

暦

二
年

(
一
二
一
三

)

貞

応
元

年

(
一
二

二

二
)

貞

応
三

年

(
一
二
二

四
)

十

二
世

紀

中

頃

(7
)

嘉

禎

二
年

(
一
二
三

六
)

建

長

元
年

(
一
二

四

九

)
、

弘

長
元

年

(
一
二
六

一
)

正

元

元
年

(
一
二

五
九

)

～

文

永

十

二
年

(

一
二
七

五
)

以
降

建

治

二
年

(

一
二
七

六
)

鎌

倉

中

期

頃

正
応
三

年

(

一
二
九

〇

)

永

仁

二
年

(
一
二
九

四
)

八

月

二

四

日

永

仁

四

(

一
二
九

六
)

年

正

月

・
『
近
江
霊
山
院
僧
等
申
状
』

・
『
近
江
霊
山
院
修
造
用
途
注
文
』

・
『
寂
真
申
状
案
』

・
『
渓
嵐
拾
葉
集
縁
起
』

・
『
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
旧
軸
木
修
復
銘
』

・
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
巻
第
九
二

・
『
延

暦

寺

三

塔

堂
舎

』

・
『
門

葉

記

』

「如

法

経

一
」

・
『
山
門
堂
舎
記
』

・
『
声
明
源
流
記
』

・
『
門
葉
記
』
「如
法
経

一
」

・
『
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
旧
軸
木
修
復
銘
』

【
元
亀
の
焼
き
討
ち
後
】

・
『
蹇
驢
嘶
餘

』

・
『
巡
礼
所
作
次
第
』

日
永
仁
四
年
三
月

日

永
仁
四
年
十
月
二
四
日

永
仁
四
年
十

一
月

日

徳
治
(
一
三
〇
六
～
一
三

〇
八
)

正
和
二
年

(
一三

一
三
)

文
保
二
年

(
一三

一
八
)
正
月

十

一
日

元
応
元
年

(
一三

一
九
)
書
写

応
安
五
年

(
一
三
七
二
)
、
応

安
六
年

(
一
三
七
三
)

十
三
世
紀
頃

十
三
世
紀
～
十
四
世
紀

応
永
八
年

(
一
四
〇

一
)

永
享
三
年

(
一
四
三

一
)
、
文

明
九
年

(
一
四
七
七
)
、
明
応

九
年

(
一
五
〇
〇
)
、
天
文
七

年

(
一
五
三
八
)
、
永
禄
九
年

(
一
五
六
六
)

室
町
末
葉
頃
成
立

慶
長
二
年

(
一
五
九
七
)



・
『
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
旧
軸
木
修
復
銘
』

・
『
比
叡
山
堂
舎
僧
坊
記
』

・
『
正
教
房
流
北
嶺
回
峰
次
第
』

・
『
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
旧
軸
木
修
復
銘
』
〔8
)

・
『
山
門
名
所
旧
跡
記
』

・
『
山
門
堂
舎
由
緒
記
』

・
『
横
川
霊
山
院
釈
迦
如
来
生
身
供
』

寛
永
八
年

承
応
元
年

寛
文
八
年

天
和
三
年

延
享
元
年

明
和
四
年

嘉
永
五
年

(
一
六

一二

一
)

(
一
六

五

二

)

(
一
六

六

八

)

(
一
六

八

一二
)

(
一
七

四

四

)

(
一
七

六

七

)

(
一
八

五

二

)

(9
)

霊
山
院
に
関
す
る
最
古
の
史
料
は
、
源
信
の

『霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
と

『霊
山
院
式
』
で
あ
る
。
そ
の
後
、
十

一
世
紀
中
頃
に
成
立
し
た

『
延
暦
寺
首
楞

厳
院
源
信
僧
都
伝
』
に
霊
山
院
が
登
場
す

る
が
、
十

一
・
十
二
世
紀
の
文
献
は
少

な
く
、
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け

て
の
文
献
に
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な

る
。元

亀
の
焼
き
討
ち
以
後
の
諸
書
に
な
る
と
、
霊
山
院
に
つ
い
て
詳
し
く
記
す
も

の
は
な
く
、
旧
跡
と
し
て
や
、
回
峰
行
の
遥
拝
地
点
と
し
て
の
記
述
に
止
ま

っ
て

い
る
。

二『山
門
堂
舎
記
』
に
お
け
る
霊
山
院

二・
一

『
山
門
堂
舎
記
』
の
成
立
年
代

霊
山
院
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
景
山
春
樹
、
堀
大
慈
、
速
水
侑
、
石
田
瑞
麿
、

小
原
仁
、
武
覚
超
等
が
そ
の
論
著
で
触
れ
て
い
て
、
全
員
が

『
山
門
堂
舎
記
』
を

引
用
し
て
霊
山
院
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る

(
1
0
)。
『
山
門
堂
舎
記
』
は
、
比
叡
山

延
暦
寺
の
堂
塔
伽
藍
の
縁
起
や
規
模
あ
る
い
は
堂
宇
に
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
像
や

什
物
、
さ
ら
に
は
関
係
官
符
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
著
述
姿
勢
は
古
記
を

重
ん
じ
、
比
較
的
客
観
的
な
記
述
で
貫
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

(
1
1
)。

群
書
類
従
本
の
末
尾
に
は

「右
山
門
堂
舎
記
魚
魯
脱
落
不
レ
可
レ
読
者
不
レ
為
レ

少
而
以
レ
無

異
本

一不
レ
能
二
校
合

一」
(返
り
点
は
筆
者
補
足
)
と
あ
り
、
『山
門

堂
舎
記
』
に
は
誤
字
脱
字
が
あ

っ
て
読
め
な
い
部
分
が
少
な
く
な
い
が
、
異
本
が

な
い
た
め
校
合
で
き
な

い
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
昭
和
現
存
天
台
書
籍
綜

合
目
録
』
(
1
2
)
に
は
、
『
山
門
堂
舎
』
と
あ
り
、
現
蔵
者
は

『
群
書
類
従
』
と
あ
る

の
み
で
、
原
本
の
所
蔵
等
の
情
報
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
さ
ら
に

『
国
書
総
目

録
』
に
は
群
書
類
従
本
の
ほ
か
に

『
山
門
堂
社
記
』
と

『
山
門
堂
舎
記
』
が
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
別
物
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
『
山
門
堂
舎
記
』
は
別
本
の
な

い
史
料
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

本
書
の
撰
者
は
不
明
だ
が
、
横
川
に
関
す
る
記
事
が
全
体
の
三
分
の
二
近
く
を

占
め
て
い
る
点
か
ら
、
横
川
に
関
係
の
あ
る
者
が
書
い
た
と
さ
れ
、
複
数
人
に
よ

る
書
き
継
ぎ
や
集
録
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
1
3
）

成
立
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
不
明
と
さ
れ
て

き
た
。
『
群
書
解
題
』
(
1
4
)
は
、
十
四
世
紀
を
そ
う
下
ら
な
い
時
期
に
成
立
し
た
と

す
る
。
『
国
史
大
辞
典
』
（
1
5
）
は
、
『
山
門
堂
舎
記
』

の

「応
永
廿
四
年

(
一
四

一

七
)
五
月
十
二
日
伝
写
畢
」
と
い
う
奥
書
の
こ
と
に
触
れ
る
が
、
成
立
年
代
は
明

確
で
は
な

い
と
し
、
『
比
叡
山
諸
堂
史

の
研
究
』
(
1
6
)
は
、
奥
書

の

「応
永
廿
四

年
」
か
ら
、
応
永
二
十
四
年
以
前
と
し
て
、
奥
書
の
書
写
年
代
を
成
立
の
下
限
と



し
、
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
は
嘉
元
三
年

(
一
三
〇
五
)
以
前
と
す
る
。
『
日
本

仏
教
典
籍
大
事
典
』
(7
)
は
、
文
中
に
引
か
れ
る
記
事

の
年
号
で
最
も
新
し
い
の

が
長
寛
二
年

(
一
一
六
四
)
で
あ
る
の
で
、
長
寛
二
年
と
奥
書
伝
写
年

(応
永
二

十
四
年
)
の
問
に
編
纂
と
し
、
鎌
倉
末
期

か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
成
立
し
た
も
の

と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
区
々
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
『
山
門
堂
舎
記
』

の
内
容
で
記
年

の
書
か
れ
て
い
る

も
の
を
拾
い
出
し
、
成
立
年
代
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
み
た
い
。
な
お
、
以
下
に

述
べ
る
よ
う
に
、
『
山
門
堂
舎
記
』
は
東
塔

・
西
塔

・
横
川
の
比
叡
山
二
塔
ご
と

に
記
述
の
性
格
が
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
三
塔
ご
と
に
別
の
情
報
源
を
も
と
に
、

あ
る
い
は
、
別
の
著
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

ま
ず
、
東
塔
地
区
で
あ
る
が
、
東
塔
分

の
記
事
で
最
も
新
し
い
記
年
を
有
す
る

も
の
は
、
根
本
経
蔵

の
門
が
顛
倒
し
た
建

保
四
年

(
一
二

一
六
)
で
あ
る
か
ら
、

『
山
門
堂
舎
記
』
東
塔
分
は
、
建
保
四
年

以
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
東
塔
地
区
の
堂
舎

の
説
明
の
多
く
が

『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺
略
記
下
」
(
1
8
)

と
内
容
が
共
通
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら

、
『
山
門
堂
舎
記
』

の
東
塔

の
記
事
は
、

『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
成
立
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
阿

娑
縛
抄
』
の
成
立
年
代
に

つ
い
て
は
諸
説

あ
る
が
、
宮
島
新

一
(91
)
に
よ
る
と
、

尊
澄
が
作

っ
た

「原
阿
娑
縛
抄
」
と
も
い
う
べ
き
性
質
の
本
は
、
仁
治
二
年

(
一

二
四

一
)
卯
月
八
日
に
起
草
し
、
正
元
元
年

(

一
二五九
)
十
月
に
清
書
が
終
了

し
た
と
さ
れ
る
が
、
承
澄
が
文
永
十
二
年

(
一
二
七
五
)
に
書

い
た

「治
定
目

録
」
に

「「諸
寺
縁
起
抄
」
二
巻
」
が
新
た
に
加
わ

っ
て
い
る
た
め
、
「諸
寺
略
記

下
」
が

『
阿
娑
縛
抄
』
に
加
わ

っ
た
の
は
、
正
元
元
年
以
降
文
永
十
二
年
以
前
と

い
う
こ
と
に
な

る

(2。
)。
以
上
か
ら
、
『
山
門
堂
舎
記
』
東
塔
分
の
成
立
は
正
元

元
年
以
降
文
永
十
二
年
以
前
よ
り
も
後
の
成
立
に
な
る
。

次
に
西
塔
地
区
で
あ
る
が
、
西
塔
地
区
で
最
も
新
し
い
記
年
を
有
す
る
記
事
は
、

文
永
八
年

(
一
二
七

一
)
四
月
十
五
日
の
西
常
行
堂
焼
失

の
記
事

(
2
1
)
で
あ
る
た

め
、
こ
れ
以
降
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
塔
地
区
は
、
東
塔
地
区
の
よ
う

に

『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
と
の
書
承
関
係
が
認
め
ら
れ
ず
、
引
用
し
て

い
る
文
献
は
現
時
点
で
は
不
明
な
の
で
、
西
塔
地
区
の
記
事
は
東
塔
地
区
と
は
別

個
に
成
立
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
西
塔
地
区
の
記
事
は
、
十
二
世
紀

か
ら
十
三

世
紀
の
記
年
を
有
す
る
記
事
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

三つ目
は
、
横
川
地
区
で
あ
る
が
、
最
も
新
し
い
記
年
を
有
す
る
記
事
は
、
樗

厳
三
昧
院
の
項
に
あ
る
建
保
四
年

(
一
二
一
六
)
八
月
二
八
日
の
大
風
の
記
事
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
以
降
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
横
川
地
区
に
つ
い
て
は
、

一
部

『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺
略
記
下
」
の
記
事
を
利
用
し
て
い
る
が
、
『
阿
娑
縛

抄
』

「諸
寺
略
記
下
」
よ
り
も
数
段
詳
し
い
記
事
が
書
か
れ
て
お
り
、
太
政
官
符

等
の
様
々
な
文
書
を
豊
富
に
掲
載
す
る
と
い
う
、
東
塔
や
西
塔
の
記
事
に
は
な
い

特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
横
川
地
区
の
記
事
が
東
塔

・
西
塔
と
は

別
個
に
成
立
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」

か
ら
の
引
用
が
確
認
で
き
る
た
め
、
東
塔
同
様
、
正
元
元
年
以
降
文
永
十
二
年
以

前
よ
り
も
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上

の
検
討
か
ら
、
『
山
門
堂
舎
記
』
の
成
立
は
東
塔
と
横
川
が
正
元
元
年

(

一
二五九
)
以
降
文
永
十
二
年

(

一
二
七
五
)
以
前
よ
り
も
後
の
成
立
で
あ
り
、

西
塔
が
文
永
八
年

(

一
二
七

一
)
以
降
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
東
塔



と
横
川
は
同
じ
成
立
年
代
と
い
う
結
果
と
な

っ
た
が
、
内
容
的
に
両
者
は
異
な
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
別
の
情
報
源

(情
報
提
供
者
)
を
も
と
に
、
あ
る
い
は
、
別

人
物
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

二

・
二

『
山
門
堂
舎
記
』
の
霊
山
院
の
記
述

『
山
門
堂
舎
記
』
の
霊
山
院
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

『
山
門
堂
舎
記
』
の
霊
山
院
に
関
す
る
記
述
を
左
に
載
せ
る
。

ま
ず
は

一
霊
山
院

檜
皮
葺
堂

一
宇
。
奉
レ
安

置
等
身
釈
迦
如
来
像

一
躰

一
〈仏
師
康
尚
作
也
〉
。

右
恵
心
僧
都
所
二
建
立

正
暦
年
中
欺
。
仏
像
者
恵
心
僧
都
願
。
令

一僧
賢
祐

□

知
識

一所
二
建
立
一也
。
恵
心
伝
云
。
又
其
南
起
二
一
　
堂

安
二
置
教
主

釈
迦
大
師
尊
容

一。
毎
朝
供
廼
□
之
具
着
喰
之
飯
□
舎
利
弗
等
十
六
弟
子
図

絵
。
四
面
打
レ
壁
。
恭
敬
囲
続
。
何

果
鷲
峯
之
旧
儀
。
便
於

斯
堂

一毎
月
晦

日
講
二
法
花
経
一談
二
義
理

。
院
内
号
二
之
霊
山
釈
迦
講
一
〈云
云
〉。

僧
忍
妙
敬
白
。

請
下
蒙
二
院
内
諸
院
恩

一修
中
理
霊

山
院
上
状

右
件
堂
。
以
二
正
暦
年
中
一故
恵
心
僧
都
勧
二
賢
祐
上
人

一所
二
造
立

一也
。
緇

素
貴
賎
帰
依
盛
矣
。
而
年
序
推
移
。
破
壊
尤
甚
。
若
不
レ
加

修
理
於
此
時

者
。
将
レ
安

置
仏
像
於
何
処

一哉
。
知
大
尊
恩
。
何
不
レ
准
二
正
暦
之
昔

。

而
已
修
複
殆
勝

草
創
之
功

一者
矣

。
望
請
諸
院
各
被
レ
加
涓

垂

一。
我
願

充
満
。
衆
望
亦
足
。
敬
白
。

延
久
四
年
九
月
六
日

僧
忍
妙

〈各
阿
閣
梨
草
〉

『
山
門
堂
舎
記
』
の
霊
山
院
の
記
述
は
、
霊
山
院
の
建
物
等
の
概
況
や
由
来
を

説
く
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
大
意
は
、
「霊
山
院
は
、
正
暦
年
中

(
「
歟」

字
あ
り
)
に
源
信
が
建
立
し
た
も
の
で
、

一
宇

の
檜
皮
葺
の
堂
内
に
源
信
が
賢

祐

(22
)
等
を
し
て
知
識
に
唱
え
し
め
建
立
し
た
、
仏
師
康
尚
が
作

っ
た
等
身
釈
迦

如
来
像

一
躰
が
安
置
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
、

『
阿
娑
婆
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
の
記
述
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
お
り
、
『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺
略
記
下
」
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

『
山
門
堂
舎
記
』
に
お
け
る
こ
の
部
分
の
特
徴
は
、
『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記

下
」
が

「異
本
」
に
よ

っ
て
い
る
と
記
載
し
て
い
る
も

の
を

(
「異
本
仏
師
康
尚

作
也
」
、
「異
本
云
右
恵
心
僧
都
所
建
立
也
正
暦
年
中
歟

」)
、
「異
本
」
の
文
言
を

取

っ
て
記
載
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

以
下
に

『
山
門
堂
舎
記
』
と

『阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
の
該
当
部
分
を

掲
げ
る
。

◎

『
山
門
堂
舎
記
』

一
霊
山
院
/
檜
皮
葺
堂

一
宇
。
奉
安
置
等
身
釈
迦
如
来
像

一
躰

〈仏
師
康

尚
作
也
〉。
/
右
恵
心
僧
都
所
建
立
正
暦
年
中
歟
。
仏
像
者
恵
心
僧
都
願
。

令
僧
賢
祐

□

知
識
所
建
立
也
。

◎

『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」



霊
山
院
/
葺
桧
皮
堂

一
宇
/
安
置
釈
迦
如
来
像

一
躯

〈異
本
仏
師
康
尚
作

也
〉
/
異
本
云
右
恵
心
僧
都
所
建
立
也
正
暦
年
中
欺
/
右
仏
者
、
恵
心
僧
都
発

願
令
僧
賢
祐
等
唱
知
識
所
造
立
也
。
/
寛
弘
四
年
式
六
箇
条
有
之

次
に
、
「恵
心
伝
云
」
で
始
ま
る
部
分
は
、
「恵
心
伝
」
を
引
用
し
て
、
霊
山
院

の
ソ
フ
ト
面
に
関
す
る
こ
と
を
主
に
記
述
す
る
。
こ
こ
の

「恵
心
伝
」
と
は
、
後

述
す
る
よ
う
に
そ
の
内
容
の

一
致
か
ら

『
延
暦
寺
首
楞
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
山
門
堂
舎
記
』
の
該
当
部
分

の
写
本
は
良
好

で
は
な
く
、
意
味
が
通
ら
な
い
部
分
が

あ
る
が
、
そ
の
大
意
は
、
「華
台
院
の
南

に

一
区
の
堂
を
起
こ
し
、
釈
迦
如
来
像
を
安
置
し
て
、
そ
の
像
に
毎
朝
洗
面
の
具

を
供
え
、
食
事
を
取
り
揃
え
て
供
え
て
い
る
。
こ
の
堂
の
四
面
の
白
壁
に
は
舎
利

弗
等
の
釈
迦
十
六
弟
子
が
描
か
れ
、
釈
尊
を
謹
み
敬

っ
て
周
り
を
取
り
囲
む
姿
は
、

ど
う
し
て
霊
鷲
山
の
旧
儀
を
果
た
そ
う
か
。
だ
か
ら
、
こ
の
堂
で
毎
月
晦
日
に
法

華
経
を
説
き
あ
か
し
、
法
華
経
が
説
く
意
義

・
道
理
を
物
語
す
る
。
首
楞
厳
院
で

は
こ
れ
を
霊
山
釈
迦
講
と
呼
ん
で
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
は
、
『
延
暦
寺
首
楞

厳
院
源
信
僧
都
伝
』
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
た
め
、

同
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
書
写
の
誤
り
が
散
見
さ
れ

る

(「
羞
」
を

「着
」、

「十
大
弟
子
」
を

「十
六
弟
子
」、

「異
」
を

「果
」
と
す

る
)
。以

下
に

『山
門
堂
舎
記
』
と

『
延
暦
寺
首
楞
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
の
該
当
部
分

を
掲
げ
る
。

◎

『
山
門
堂
舎
記
』

又
其
南
起
二
一
迹
堂

一安
二
置
教
主
釈
迦
大
師
尊
容

一。
毎
朝
供
廼
□
之
具

着
喰
之
飯
□

舎
利
弗
等
十
六
弟
子
図
絵
。
四
面
打
レ
壁
。
恭
敬
囲
繞
。
何

果
鷲
峯
之
旧
儀
。
便
於
二
斯
堂

一毎
月
晦
日
講
二
法
花
経

一談
二
義
理
一。
院
内

号
二
之
霊
山
釈
迦
講
一

◎

『
延
暦

寺

首
楞

厳

院

源

信

僧

都

伝

』

又
其

南

起

二

一
区
堂

一
。

安

二
置

教

主

釈

迦

大

師

尊

容

一
。

毎

朝

供

二
洗
盥

之

具

。
羞

二
喰

飯

之

齪
饌
一
。

舎

利

弗

等

十

大

弟

子

面

画

二
四

面
粉

壁

一
。

恭

敬

囲
繞

。

何

異

二
鷲

峯

之

旧

儀

一
。

便

於

二
斯

堂

一
。

毎

月

晦

日

。

講

二
法

華

経

一
。

談

二
論

義

理

一
。

院

内

号

二
霊

山
釈

迦

講

一
。

次
に
、
「僧
忍
妙
敬
白
」
で
始
ま
る
部
分
は
、
延
久
四
年

(
一
〇
七
二
)
九
月

六
日
の
記
年
を
も

つ
僧
忍
妙

(32
)
が
作
成
し
た
、
院
内
諸
院
の
恩
を
蒙

っ
て
霊

山
院

の
修
理
を
求
め
る
文

(以
下

「僧
忍
妙
状
」
と
呼
ぶ
)
で
あ
る
。
景
山
春

樹

(42
)
は
僧
忍
妙
状
を
横
川
院
内

の
加
勢
を
得
て
、
霊
山
院
を
修
補
し
た
と
き
の

願
文
と
す
る
が
、
こ
の
文
の
内
容
を
見
る
と
、
願
文
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
か
ら
の

修
補
に
向
け
て
各
院
に
協
力
を
依
頼
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
大
意
は
、

「霊
山
院
は
正
暦
年
中
に
故
恵
心
僧
都
が
賢
祐
上
人
に
勧
め
て
造
立
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
帰
依
す
る
こ
と
盛
ん
な
の
に
、
歳
月
が
流
れ
て
、
老

朽
化
し
て
壊
れ
て
い
る
の
が
最
も
甚
だ
し
い
堂
舎
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
時
に
修

理
を
し
な
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
仏
像
を
安
置
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。



釈
迦
の
恩
を
知

っ
て
い
る
な
ら
、
ど
う
し
て
正
暦
の
昔
と
同
じ
に
し
な
い
で
い
ら

れ
よ
う
か
。
そ
れ
だ
け
修
復
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
草
創
の
功
よ
り
優
れ
て

い
る
。
望
ん
で
求
め
る
こ
と
は
、
首
楞
厳
院
の
諸
院
そ
れ
ぞ
れ
に
涓
垂

(
2
5
)
を
加

え
ら
れ
ん
こ
と
を
。
そ
う
す
れ
ば
私
の
願

い
は
充
ち
、
多
く
の
人
々
の
望
み
も
同

様
に
満
足
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

「僧
忍
妙
状
」
で
は
、
霊
山
院
は
正
暦
年
中
に
源
信
の
勧
め
で
賢
祐
が
建
立
し

た
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る

(以
二
正
暦
年
中

故
恵
心
僧
都
勧
二
賢
祐
上
人
一

所
二
造
立

一也
)。
し
か
し
、
『
山
門
堂
舎

記
』
前
半
部
分
や

『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺

略
記
下
」
に
は

「仏
像
者
恵
心
僧
都
願
。
令
僧
賢
祐
等
唱
知
識
所
建
立
也
」
と
あ

り
、
賢
祐
は
仏
像
を
造

っ
た
と
あ
る
が
、

霊
山
院
そ
の
も
の
を
建
立
し
た
と
ま
で

は
言

っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
の
最
古
の
写
本

で
あ
る

『
延
暦
寺
三
塔
諸
堂
』
(元
応
元
年

〈
一
三
一
九
〉
の
書
写
奥
書
あ
り
)

も
同
じ
で
あ
り
、
賢
祐
は
仏
像
を
作

っ
た
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。「僧

忍
妙
状
」
は
、
ま
る
で

『阿
娑

縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
や

『
山
門
堂
舎

記
』
に
あ
る

「右
仏
者
、
恵
心
僧
都
発
願
令
僧
賢
祐
等
唱
知
識
所
造
立
也
/
異
本

云
右
恵
心
僧
都
所
建
立
也
正
暦
年
中
歟
」
を
押
し
縮
め
た
よ
う
に
簡
素
化
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
圧
縮
は
、
忍
妙
が
文
書
を
作
成

し
た
時
点
で
な
さ
れ
た
の
か
、
書
写
の

段
階
で
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
そ
の
圧
縮
に
よ
っ
て
結
果
的
に
院
の
建
物

の
建
立
と
仏
像
の
造
立
と
が
混
同
さ
れ
、
誤

っ
た
内
容
を
伝
え
る
こ
と
に
な

っ
て

し
ま

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　

霊
山
院
の
創
建
年
代

三・
一

正
暦
年
中
創
建
説
の
検
討

霊
山
院
が
正
暦
年
中
に
創
建
さ
れ
た
と
す
る
の
は
、
「僧
忍
妙
状
」
の

「右
件

堂
。
以
二
正
暦
年
中

一故
恵
心
僧
都
勧
二
賢
祐
上
人
一
所
二
造
立
一
也
」
と

「何
不
レ

准

正
暦
之
昔
」

が
年
代
的
に
は
初
出
で
、
こ
れ
よ
り
も
前
の
史
料
で
霊
山
院

を
正
暦
年
中
創
建
と
す
る
史
料
は
管
見
に
は
入
っ
て
い
な
い

(
2
6
)。

他
方
、
『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
で
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
異
本
の

説
と
し
て

「右
恵
心
僧
都
所
建
立
正
暦
年
中
歟
」
と
し
て
い
る
が
、
正
暦
年
中
創

建
説
を
疑
問
の
形
で
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
延
暦
寺
三
塔
諸
堂
』
に
は
、
正

暦
年
中
と
い
う
文
言
は
出
て
こ
な
い
。
速
水
侑

(72
)
が
霊
山
院
の
正
暦
年
間
創
建

に

つ
い
て
憶
測
の
域
を
出
な

い
と
し
て
い
る
の
は
、
『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺
略
記

下
」
が

「
歟」
と
疑
問
形
に
し
て
い
る
点
を
考
慮
し
て
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

い
つ
の
時
点
で
異
本
説
が
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
延
暦
寺
三
塔
諸
堂
』
に
異
本
説
が
書
か
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
『
阿

娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」

の
初
稿
本
に
こ
の
記
述
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
い
う
こ
と
を
示
し
、
い
ず
れ
か
の
書
写
の
段
階
で
異
本
説
が
混
入
し
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺
略
記
下
」
に
は
、
建
武
四
年

(
一
三
三

七
)
、
康
正
元
年

(
一
四
五
五
)、
慶
長
二
暦

(
一
五
九
七
)、
寛
永
三
年

(
一
六

二
六
)
、
天
和
三
龍
集

(
一
六
八
三
)、
享
保
九
辰
年

(
一
七
二
四
)
の
書
写
奥
書

と
校
合
奥
書
が
あ
る
が
、
『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
の
異
本
で
あ
る

『
三
塔

諸
寺
縁
起
』
(82
)
も
含
め
、
共
通
す
る
奥
書
は

「建
武
四
年
四
月
二
十
九
日
書
写



畢
/
御
本
云
於
小
川
殿
草
之
畢
/
伝
領
澄
豪
L
と

「慶
長
二
暦

〈丁
酉
〉
林
鐘
中

澣
書
写
之
終
/
英
憲
」
の
二
つ
で
あ
る

建
武
四
年
か
慶
長
二
暦
の
い
ず
れ
か
で
異
本
説
が
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

い
ず
れ
の
書
写
で
異
本
説
が
書
か
れ
た
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
ず

れ
か
の
段
階
で
異
本
を
参
考
に
し
て
正
暦
年
中
創
建
説
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺
略
記
下
」
に
先
行
す
る
史
料
で
正

暦
年
間
説
を
説
い
て
い
る
の
は
、
「僧
忍
妙
状
」
し
か
な
い
か
ら
、
異
本
と
い
う

の
は

「僧
忍
妙
状
」
の
記
述
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の

と
お
り
、
「僧
忍
妙
状
」
は
そ
の
記
載
内
容
に
対
し
て
十
分
な
確
信
を
置
け
な
い

点
が
存
す
る
た
め
、
真

っ
向
か
ら
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺
略
記
下
」
も
同
様
の
姿
勢
か
ら

「
歟」
と
い
う
助
辞
を
付
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

三

・
二

霊
山
院
の
創
建
年
代

他
の
史
料
か
ら
は
霊
山
院
の
創
建
年
代

は
ど
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。ま

ず
、
『
近
江
霊
山
院
僧
等
申
状
』
に
は

「当
寺
者
、
寛
弘
之
昔
、
恵
心
僧
都

披
草
莱
、
結
茅
茨
、
則
擬
勝
地
於
霊
山
、
准
精
舎
於
者
闍
」
と
あ
り
、
霊
山
院
は

寛
弘
年
間

(
一
〇
〇
四
～

一
〇

一
二
)

に
で
き
た
と
い
う
認
識
が
見
え
る
。
『霊

山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
や

『霊
山
院
式
』
は
寛
弘
四
年
に
で
き
て
い
る
の
で
、

こ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
し
た
年
号
で
あ
り
、
信
頼
性
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

次
に
、
『
霊
山
院
式
』
文
末
に
は

「
寛
弘
四
年

〈歳
次
丁
未
〉
七
月
十
三

日

霊
山
院
新
坊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
弘
四
年
以
前
に
何
ら
か
の
堂
舎
が
存
在
し
、

そ
れ
を
源
信
が
拡
大
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
、
寛

弘
四
年
頃
に
新
た
に
霊
山
院
と
い
う
堂
舎
が
で
き
た
た
め
、
「霊
山
院
新
坊
」
と

記
し
た
と
す
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
『
近
江
霊
山
院
僧

等
申
状
』
と

『霊
山
院
式
』
を
見
る
と
、
霊
山
院
の
創
建
は
寛
弘
年
間
と
読
め
る

の
で
、
こ
れ
を
正
し
く
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

で
は
、
な
ぜ

「正
暦
」
と
い
う
年
号
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
暦
年

間
は
山
門
派
と
寺
門
派
の
対
立
が
激
化
し
た
時
代
で
あ
る
。
『扶
桑
略
記
』
正
暦

四
年

(九
九
三
)
八
月
十
日
条
に
は

「八
月
十
日
之
比
。
観
音
院
十
禅
師
成
算
童

子
。
由
二
無
実
小
事

一。
禅
院
住
僧
平
代
致
二
大
愁

一。
仍
慈
覚
大
師
門
徒
僧
等
斫

二
焼
於
千
手
院
房
舎

一。
并
門
人

一
千
鯨
人
僧
侶
追
二
出
山
門
一
已
畢
。
焼
亡
房
舎

四
所
。
権
少
僧
都
勝
算
房
。
故
阿
闍
梨
満
高
房
。
阿
闍
梨
明
肇
房
。
僧
連
代
房
也
。

析
壊
房
舎
千
手
院
　
餘

宇
。
蓮
華
院

〈冷
泉
院
之
御
願
〉
。
仏
眼
院

〈故
式
部
卿

是
忠
親
王
建
立
〉
。
故
座
主
良
勇
房
。
故
前
少
僧
都
房
算
房
。
権
少
僧
都
穆
算
房
。

故
阿
闍
梨
倫
誉
房
。
故
已
講
実
定
房
。
阿
闍
梨
寿
勢
房
。
故
阿
闍
梨
湛
延
房
等
也
。

此
外
房
舎
粗
有

其
数
一。
不
レ
能
二
具
記

一。
其
後
智
証
大
師
門
人
等
各
占
二
別
処

一不
レ
住
二
叡
山

。

〈已
上
〉
」
と
あ
り
、
『
僧
綱
補
任
』

「義
範
」
条
に
も

「落
書

云
。
正
暦
年
中
依
小
事
。
慈
覚
大
師
門
人
勝
算
僧
正
。
穆
算
僧
都
巳
下
。
焼
払
数

宇
房
舎
。
自
追
却
於
山
門
。
以
来
移
住
園
城
寺
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら

「正
暦
」

が
山
門
寺
門
両
派
に
と

っ
て
重
要
な
年
号
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
霊
山
院
が

正
暦
年
中
に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
両
派
の
抗
争
激
化
と
何
ら
か
関
連
性
が

あ
る
記
述
で
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
た
い
。



四
　
霊
山
院
と
権
門

四

・
一

『
霊
山
院
過
去
帳
』
の
署
名

霊
山
院
で
は
毎
日
、
本
堂
の
釈
迦
如
来
像
に
対
し
て
生
身
供
が
行
わ
れ
て
い
た

と
さ
れ
、
源
信
が
寛
弘
四
年
に
相
次
い
で
定
め
た

『霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』

と

『霊
山
院
式
』
は
、
生
身
供
の
作
法
を
厳
格
に
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
霊
山
院

に
関
係
す
る
最
古
の
史
料
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
る
。

『霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
の
記
年

で
あ
る

「寛
弘
四
季
七
月
三
日
」
の
後

に
は
、

一
月

一
日
か
ら
十
二
月
三
十
日
ま
で
の
釈
迦
生
身
供

の
当
番
表
で
あ
る

『霊
山
院
過
去
帳
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
異
筆
で
あ
る
た
め
、
当
番
者

が
各

々
書
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(92)。
月
の
大
小
が
な
く
、
ま
た
、
寛

弘
四
年
な
ら
閏
五
月
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
な
い
た
め
不
審
と
す
る
意
見

も
あ
る
が
、
そ
れ
が
た
め
に
そ
こ
に
書
か
れ
た
人
名
を
疑
わ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
と
す
る
意
見
が
有
力
で
あ
る

(30
)。

『霊
山
院
過
去
帳
』
に
は
、
僧
尼
が
四
二
六
名
、
在
俗
者
が
一

二
一名
の
計
五

四
七
名
も
の
署
名
が
あ
り
、
在
俗
者
の
名
前
の
中
に
は
、

一
品
宮

(資
子
内
親
王

か
)
、
左
大
臣
殿
北
政
所

(藤
原
道
長
室
倫
子
)、
内
大
臣
家

(藤
原
公
季
)
な
ど

の
上
流
貴
族
や
、
大
蔵
権
大
輔
藤
原
義
理
、
伊
豆
掾
藤
原
夏
影
な
ど
の
中
下
級
官

人
、
依
知
秦
氏
や
生
江
氏
と
い
っ
た
在
地
名
主
層
の
よ
う
な
地
元
有
力
者
と
思
わ

れ
る
俗
人
の
署
名
が
書
か
れ
て
い
る

(13
)。

こ
の
こ
と
か
ら
霊
山
院
は
創
建
当
初

か
ら
俗
人
、
特
に
有
力
者
た
ち
と
の
関
係
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
中

で
も
藤
原
道
長
の
室
や
内
大
臣
藤
原
公
季
な
ど
の
権
門
勢
家
と
関
係
を
有
し
て
い

た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
『
霊
山
院
過
去
帳
』
以
外
に
も
霊
山
院
と

権
門
と
の
繋
が
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
が
あ
る
の
で
、
本
章
で
は
そ
れ
ら

の
史
料
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
論
じ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

四

・
二

『
玉

葉

』

に

お

け

る

霊

山

院

『
玉
葉

』

治

承

四
年

(
一

一
八
〇

)

八
月

廿

三

日
条

に

は
、

左

の

よ
う

な

記

事

が

記

さ

れ

て

い

る

(23
)。

霊
山
院
に
関
す
る

廿

三

日

〈
癸

卯

〉

〔
天
〕

晴

、

物

忌

也

、

写

二
霊

山

院

〈横

川
〉

額

一
、

遣

二
申

請

上

人

許

一
、

件

額

権

大

納

言

筆

也

、

而

其

板

破

損

、

其

字

消

滅

、

修

二

造

彼

堂

一
之

間

、

為

二
打

改

一
新

二
造

額

板

一
、

相

二
副

本

一
所

レ
送

也

、

事

依

二

善

事

一
扶

レ
病

下

レ
筆

、

本

額
雖

二
字

消

一
、

大

途

見

二
其

体

一
、

傍

一
塵

不

レ
違

二
点

画

一
写

レ
之

、

以

二
至

愚

之

暗

質

一
、

写

二
先

賢

之

遺

跡

一
、

一
ハ
可

レ
悦

、

一
ハ
可

レ
恐

、
仍

仰

レ
僧

令

レ
全

二
八

字

文
、

殊

不

動

明

王

等

一
、

抑

件

額

写

本

、

素

所

相

持

也

、

〈伊

房

卿

使

二
人

写

取

一
云

々
〉
、

而
校

二
正

本

一
之

処

、

相

違

太

多

、
仍

新

写

留

レ
草

了

、

大

将

今

日
頗

有

レ
増

云

々
、
仍

修

二
鬼

気

祭

一
、

又
行

二
仁

王

講

等

一

内
容
は
、
霊
山
院
の
額
の
字
が
消
え
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
当
時
右
大
臣
で
あ

っ
た
九
条
兼
実

(
一
一
四
九
～

一
二
〇
七
)
が
堂
の
改
修
工
事
の
際
に
新
し
い
額

を
揮
毫
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
霊
山
院
は
十
二
世
紀
後
半

に
九
条
兼
実
と
い
う
有
力
貴
族
と
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。



こ
の
記
事
に
は
、
書
き
換
え
前
に
架
け
ら
れ
て
い
た
額
が

「権
大
納
言
」
の
筆

で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
権
大
納
言
と
は
誰
な
の
か
。
『
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作

法
』
や

『
霊
山
院
式
』
が
で
き
た
寛
弘

四
年
当
時
の
権
大
納
言
は
、
『
公
卿
補

任
』
に
よ
る
と
藤
原
実
資
な
の
で
、
彼
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
文
中
の

「抑
件
額
写
本
、
素

所
二
相
持

也

〈伊
房
卿
使
二
人
写
取
一
云

云
〉」
に
あ
る

「伊
房
卿
」
(33
)
は
能
書
家

の
藤
原
伊
房

(
一
〇
三
〇
～

一
〇
九

六
)
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
藤
原
伊
房
の
祖
父

・
藤
原
行
成

(九
七

二
～

一
〇
二
八
)
が
能
書
家
で
あ

っ
た
と

い
う
点
と
法
性
寺
西
門

(
3
4
)
の
額
や
法

成
寺
無
量
寿
院

(
3
5
)
の
額
を
揮
毫
し
て
い
る
点
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
権
大
納
言
は

藤
原
行
成
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
行
成
が
権
大
納
言
だ

っ
た
の
は
寛
仁

四
年

(
一
〇
二
〇
)
か
ら
万
寿
四
年

(
一
〇
二
八
)
ま
で
な
の
で
、
霊
山
院
に
当

初
架
か
っ
て
い
た
額
は
そ
の
間
に
揮
毫
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
霊
山
院
は
、
十

一
世
紀
前
半
に
は
藤
原
行
成
と
、
十

一
世

紀
後
半
に
は
藤
原
伊
房
と
、
さ
ら
に
、
十

二
世
紀
後
半
に
は
九
条
兼
実
と
関
係
を

有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
『霊
山
院
式
』
の
末
尾
に
は
、
後
世
に

書
き
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
文
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

「
一
乗
院
御
願
所
、
額

ハ

京
極
摂
政
殿
手
跡
云
々
」
と
あ

っ
て
、
九
条
良
経

(
一
一
六
九
～

一
二
〇
六
)
と

の
関
係
も
見
て
取
れ
る
。
九
条
良
経
は
九
条
兼
実
の
子
で
あ
り
、
『
愚
管
抄
』
に

は

「能
芸
群

ニ
ヌ
ケ
タ
リ
キ
、
詩
歌
能
書
昔

ニ
ハ
ヂ
ズ
、
政
理
公
事
父
祖
ヲ
ツ
ゲ

リ
」
と
あ
り
、
能
書
家
と
し
て
も
有
名
だ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

(36
)。

『霊
山
院
過
去
帳
』
に
は
藤
原
道
長
室

の
倫
子
や
藤
原
公
季

(師
輔
四
男
)
が

名
を
連
ね
、
特
に
藤
原
公
季
は
毎
月
晦
日
に
釈
迦
生
身
供
の
当
番
を
し
て
い
る
ほ

ど
霊
山
院
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
本
節
で
検
討
し
た
藤
原
行

成
、
藤
原
伊
房
、
九
条
兼
実
は
い
ず
れ
も
藤
原
師
輔
を
起
点
と
す
る
藤
原
北
家
の

流
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
良
源
が
藤
原
師
輔
の
カ
を
利
用
し
て
比
叡
山
復
興
を
遂
げ
、

藤
原
師
輔
十
男
の
尋
禅
を
天
台
座
主
据
え
た
と
い
う
良
源
と
師
輔
と
の
関
係
を
鑑

み
る
と
、
霊
山
院
の
背
後
に
も
藤
原
北
家

(師
輔

一
門
)
と
い
う
権
門
の
繋
が
り

と
い
う
も
の
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

四

・
三

『
六
道
絵
』
旧
軸
木
の
修
理
銘
と
如
法
経
供
養

現
在
、
聖
衆
来
迎
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る

『
六
道
絵
』
の
旧
軸
木
に
書
か
れ
た
修

復
銘
は
全
部
で
十
四
あ
り

(73
)、
そ
の
う
ち
五

つ
に
霊
山
院
と
の
関
連
性
を
示
す

左
の
よ
う
な
銘
が
書
か
れ
て
い
る

(83
)。

◎
正
和
二
年

(
一三

一
三
)
軸
木

正
和
二
年
九
月
廿
八
日

修
覆
之
早
六
道
之
絵
像
拾
五
幅
之
内
叡
山
横
川

霊
山
院
之
霊
宝
也

◎
永
享
三
年

(
一
四
三

一
)
軸
木

六
道
之
絵
像
拾
五
幅
叡
山
横
川
霊
山
院
之
霊
宝
也
/
永
享
三
年
九
月
九
日

於
三
条
富
小
路
修
覆
之
　
願
主
欣
求
浄
土
沙
門
忍
阿
弥
敬
白
/
世
の
中
を
う

き
身
に
お
く
る
こ
と
わ
さ
の

さ
て
も
む
く
わ
ぬ
は
て
そ
か
な
し
き
/
能
阿

弥
生
年
計
五
世

◎
文
明
九
年

(
一
四
七
七
)
軸
木

六
道
之
絵
像
拾
五
幅
叡
山
横
川
霊
山
院
之
霊
宝
也
/
文
明
九
年
八
月
日
修

覆
第
三
度

願
主
首
楞
厳
霊
山
院
沙
門
宗
舜



◎
明
応
九
年

(
一
五
〇
〇
)
軸
木

明
応
九
年
五
月
日
於
四
条
町
与
室

町
之
問
修
覆
之
畢
俗
名
廣
田
法
名
豊
真

生
年
五
十
四
歳
友
久
願
主
西
山
三
鈷
寺
門
人
恵
遵
/
六
道
絵
像
拾
五
幅
台
嶺

首
楞
厳
院
霊
山
之
霊
宝
也
修
覆
之
施
主
千
代
靍

幸
石

与
次
郎

助
修
之

人
与
法
名
恵
舜
敬
白

◎
天
文
七
年

(
一
五
三
八
)
軸
木

天
文
七
年
七
月
十

一
日
修
覆
之
願

人
三
光
坊
暹
俊
/
六
道
之
絵
像
拾
五
幅

之
内
叡
山
横
川
霊
山
院
之
什
宝
也

(傍
線
は
筆
者
加
筆
)

こ
の

『
六
道
絵
』
は
、
上
質
の
絹
を
用

い
、
高
い
作
柄
で
あ
る
点
か
ら
、
潤
沢

な
経
済
力
を
バ
ッ
ク
に
十
三
世
紀
中
～
後
半
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る

(93
)。
ま
た
、
霊
山
院
は
十
三
世
紀
頃
か
ら
如
法
経
供
養
と
強
く
結
び

つ
く

よ
う
に
な
る
が
、
如
法
経
供
養
は
院
政
期

に
は
皇
室
や
有
力
貴
族
が
こ
ぞ

っ
て
行

っ
て
お
り
、
万
寿
五
年

(
一
〇
二
八
)
関
白
以
下
が
横
川
に
参
籠
し
て
如
法
写
経

会
が
開
催
さ
れ
、
文
治
三
年

(
一
一
八
七
)
に
後
白
河
法
皇
、
文
永
四
年

(

一
二

六
七
)
に
後
深
草
上
皇
が
如
法
経
供
養
を
す
る
な
ど
、
藤
原
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時

代
に
か
け
て
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る

(04
)。
第
五
章
で
詳
し
く
論
ず
る
が
、
霊

山
院
は
如
法
経
供
養
で
如
法
経
の
料
紙
供
給
元
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
た
め
、

有
力
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
が

で
き
る
環
境
に
は
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

五
　
如
法
経
と
霊
山
院

『霊
山
院
破
損
注
進
』
を
見
る
と
、
霊
山
院
の
堂
舎
に

「如
法
経
料
紙
供
台

一
宇
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
霊
山
院
は
如
法
経
供
養
と
強
い
関
係
を
持

っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る

〔14
)。
如
法
経
と
は
、
円
仁
を
濫
觴
と
す
る
法
華
経
写
経
作
法
で

あ
り
、
「円
仁
が
行

っ
た
幾
多

の
準
備
や
作
法

の
次
第
、
写
経
に
臨
ん
で
の
心
構

え
が
の
ち
に
行
儀
と
し
て
整
理
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
如
法
写
経
と
称
せ
ら
れ
る
行
法

と
な

っ
て
、
永

い
伝
統
を
も

つ
横
川
如
法
写
経
会

の
起
源
と
な
る
」
〔24
)
と
さ
れ

る
。
源
信
は
永
延
二
年

(九
八
八
)
に
如
法
塔
の
大
改
修
を
行

っ
た
と
さ
れ
て
い

る

(34
)。
如
法
経
の
作
法
に

つ
い
て
は
、
宗
快
が
嘉
禎
二
年

(

一
二
三
六
)
に
編

ん
だ

『如
法
経
現
修
作
法
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
如
法

経
供
養
は
前
方
便
事
、
堂
荘
厳
事
、
証
文
事
、
行
水
事
、
開
白
作
法
、
如
法
経
御

料
紙
并
水
迎
事
、
写
経
以
前
可
用
意
事
等
、
如
法
経
筆
立
作
法
、
写
経
問
観
念
、

如
法
経
筒
奉
納
次
第
、
如
法
経
十
種
供
養
次
第
、
如
法
奉
納
次
第
の
順
に
進
め
ら

れ
る

(44
)。

こ
の
う
ち
、
「如
法
経
御
料
紙
并

水
迎
事
」
に
は
、
如
法
経
に
使
う

料
紙
と
水
に
つ
い
て
書
か
れ
て
お
り
、
料
紙
の
調
達
に
つ
い
て
霊
山
院
が
関
わ

っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
如
法
経
現
修
作
法
』
「如
法
経
御
料
紙
并
水
迎
事
」
に

書
か
れ
て
い
る
霊
山
院
は
左
の
と
お
り
。

次
当
日
未
明
大
宝
持
幡
灑
水
焼
香
華
袋
随
人
数
各
入
葩
。
覆
面

〈

許
〉

手
袋
〈
二
具

許
〉
水
器
物

〈竹
筒
也
〉
紙

一
帖

〈洗
料
紙
也
〉
登
山
次
落
付

横
河
宿
坊
食
事
等

〈但
近
来
多
分
於
霊
山
坊
用
之
〉
次
遣
使
於
本
道
場
。
漸



可
有
用
意
之
由
可
告
示
之
。
次
各
行
水
。
著
浄
衣
如
常
次
上
人
等
随
身
次
第

物

〈持
幡
灑
水
焼
香
大
宝
如
次
。
下
臈
為
先
。
但
大
宝
役
人
最
末
可
勤
之
〉

先
到
霊
山
如
法
道
場
之
庭
上
。
奉
差

入
大
宝
於
道
場
。
内
上
人
取
大
宝
奉
納

御
料
紙

〈此
間
明
障
子
立
也
〉

(中
略
)

次
於
霊
山
院
仏
前
誦
伽
陀

(54
)

(傍
線
は
筆
者
加
筆
)

右
の
文
以
外
に
も

「如
法
経
御
料
紙
并

水
迎
事
」
に
は

「道
場
」
、
「本
道
場
上

人
」
と
い
う
文
字
が
見
え
、
こ
れ
ら
は
霊

山
院
や
霊
山
院
に
い
る
特
定
の
僧
侶
を

指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
霊
山
院
が
如
法
経
の
料
紙
を
供
給
す
る
先
と
し

て
登
場
す
る
初
見
は
、
『
門
葉
記
』
巻
八

二
に
見
ら
れ
る
慈
鎮
和
尚
が
貞
応
元
年

(

一
二二
二
)
七
月
晦
日
か
ら
天
王
寺
五
智
光
院
で
修
し
た
如
法
経
供
養
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
に
は

「同

(八
月

・
筆
者
注
)
十
六
日
。
水
御
料
紙
迎
之
。
先
霊

山
院
上
人
等
渡
部
持
参
。
仍

行
向
渡
部
請
取
之
了
」
(61
)
と
あ
り
、

「霊
山
院
上

人
」
が
渡
部

(所
在
は
不
明
)
ま
で
料
紙
を
持
参
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ

れ
以
後
、
『
門
葉
記
』
で
は
、
如
法
経
書
写
に
先
立

つ
料
紙
を
迎
え
る
作
法
に
霊

山
院
の
僧
侶
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
左
に

『門
葉
記
』
に
出
て
く
る
霊
山
院

関
係
記
事
を
記
す
。

◎
建
長
元
年

(
一
二
四
九
)
四
月
自
十
五
日
於
報
恩
院
御
堂
為
禅
定
殿
下
御
願
被

始
行
御
如
法
経

「料
紙
水
迎
程
遥
之
間
。
霊
山
院
聖
人
至
于
今
熊
野
辺
奉
持
下
山
哉
之
由
。

兼
日
被
仰
遣
之
処
。
領
状
之
問
。
聖
人
等
無
登
山
之
儀
。
大
宝
水
筒
持
承
仕

等
各
令
登
山
。
聖
人
相
具
下
山
。
今
熊
野
落
付
。
申
案
内
之
時
。
御
同
宿
上

人
等
各
ゝ
著
浄
衣
行
向
奉
迎
了
。
用
大
宝
了
。
凡
大
儀
之
時
用
御
輿
歟
。
/

本
所
霊
山
院
聖
人
下
山
事
。
慈
鎮
和
尚
於
天
王
寺
有
御
如
法
経
之
時
。
霊
山

聖
人
渡
野
辺
下
向
。
御
同
行
聖
人
等
相
向
自
船
中
御
料
紙
水
等
請
取
云
ゝ
其

例
歟
。
但
事
儀
猶
致
近
歟
。
如
何
ゝ
ゝ

」
(74
)

◎
弘
長
元
年

法
経

(
一
二
六

一
)
四
月
三
十
日
座
主
法
親
王
於
三
条
禅
房
被
始
修
御
如

五
月
十
九
日
の
料
紙
水
等
迎
の
作
法
中
、

「於
横
川
以
蓮
台
坊

〈真
範

阿
ゝ
ゝ
本
坊
也
〉
為
宿
所
。
自
彼
坊
霊
山
行
定
二
十
町
許
云
＼
」
、
「兼
日
聴

賢
云
。
於
霊
山
出
伽
陀
事
。
先
京
上
人
誦
之
。
次
本
所
上
人
出
之
。
而
近
来

先
本
所
。
次
京
上
人
出
之
。
此
事
如
何
ゝ
ゝ

。
宰
円
云
。
随
時
早
晩
出
之
也
。

霊
山

前
京
後
云
事
無
之
云
々

(後
略
)
」
(
4
8
)

◎
建
治
二
年

(

一
二
七
六
)
六
月
二
十
九
日
。
於
三
条
御
坊
被
始
行
御
如
法
経
日

記

七
月
十
三

日
の
記
事
中
、
「今
日
水
御
料
紙
等
可
奉
持
参
之
由
。
内
ゝ
兼

日
被
仰
真
円
房
云
ゝ
仍
霊
山
上
人
奉
持
参
之
。
上
人
五
人
」
、
「次
霊
山
上
人

退
下
」
、
「北
山
殿
御
時
。
於
西
山
殿
被
始
行
御
如
法
経
之
時
。
御
料
紙
等
桂



河
霊
山
上
人
持
参
。
本
所
上
人
行
向
彼
所
請
取
之
。
霊
山
上
人
儲
大
岡
圧
勤

之
。
白
布
給
之
後
嵯
峨
院
於
亀
山
殿
被
始
行
御
如
法
経
之
時
。
御
料
紙
等
霊

山
上
人
持
参
釈
迦
堂
。
本
所
上
人
向
彼
堂
請
取
之
云
ゝ
/
霊
山
上
人
布
施
物

事
。
今
度
無
沙
汰
。
自
和
尚
御
時
為
藤
嶋
役
。
八
木
毎
年
被
沙
汰
下
之
問
。

無
其
沙
汰
歟
」
(94
)

◎
正
応
二
年

(

一
二
九
〇
)
六
月
十
五
日
。
被
始
行
御
如
法
経
毘
沙
熊
追
善
也

六
月
二
七
日
に
御
料
紙
井
水
等

を
迎
え
る
作
法
中
、

「而
今
度
霊
山
院
聖

供
料
等
無
御
沙
汰
之
間
。

一
定
申
子
細
。
参
此
御
所
事
不
可
叶
歟
。
又
聖
共

令
登
山
奉
迎
事
本
式
也
。
而
登
山
其
煩
也
。
仍
被
仰
合
定
範
僧
都
。
彼
等
以

同
宿
二
十
七
日
持
参
此
御
所
。
其
作
法
先
御
料
紙
聖
共
参
之
時
承
仕
請
取
諸

衆
申
案
内
。
此
時
面
ゝ
行
水
聖
入
道
場
。
其
後
料
紙
持
聖
堂
前
庭
上
近
参
。

地
幡
持
聖
東
立
。
大
宝
持
聖
西
立
也
。
」
(50
)

◎
応
安
五
年

(
一三

七
二
)
四
月
二
十
三

日
。
於
十
楽
院
如
法
経

五
月
十

二
日
に
行
わ
れ
た

「奉
迎
御
紙
御
水
」
中
、

「午

一
点
霊
山
院
僧

衆
下
著
法
勝
寺
申
案
内
。

(中
略
)
次
霊
山
僧
五
人
。
先
持
幡
。
次
灑
水
。

次
焼
香
。
次
大
宝
。
次
御
水

〈納
水
瓶
口
挿
樒
房
〉
列
立
堂
前
庭
上

〈各
懸

花
袋
〉
(中
略
)
此
時
霊
山
僧
乍
持
大
宝
登
縁
。
著
金
剛
登
浄
莚
上
。
捧
大

宝
蹲
踞

。
顕
熙
展
座
具
向
大
宝
礼
拝
三
反

〈五
体
投
地
〉
畢
令
覆
面
登
座
具

上
蹲
踞

。
霊
山
僧
指
入
大
宝
於
堂
内

(以
下
略
)
」
(
5
1
)

◎
応
安
六
年

(
一三

七
三
)
四
月
。
迎
青
龍
院
二
品
大
王
三
十
三
迴
御
忌
。
於
十

楽
院
受
用
弥
陀
院
被
始
行
如
法
経

四
月
十
九
日
の
記
事
中
、
「午
刻
。
霊
山
上
人
於
法
勝
寺
出
立
之
由
申
之
。

(中
略
)
此
間
霊
山
聖
人
五
人
入
門
内
。
(中
略
)
此
時
霊
山
僧
□
」。
頭
注

と
し
て

「霊
山
聖
之
由
散
花
持
人
別
而
無
之
。
面
ゝ

懸
花
袋
令
通
用
歟

」
。

「次
霊
山
聖
礼
拝
時
。
大
宝
持
坐
立
如
何
。
両
様
不
可
苦
。
是
又
可
在
役
人

所
存
云
ゝ
」
(25
)

◎
応
永
八
年

(
一
四
〇

一
)
五
月
二
十

一
日
。
北
山
殿
御
如
法
経

六
月
九
日
の
記
事
中
、
「未

一
点
霊
山
聖
人
下
山
之
由
申
案
内
」、

「次
事

調
之
由
以
外
護
者
被
仰
霊
山
聖
人
。
次
聖
人
参
入
。
持
幡
。
灑
水
。
焼
香
。

散
花
。
大
宝
等
聖
人
七
人
。
堂
前
庭
上
列
立
。
先
霊
山
聖
人
伽
陀
三
誦
之
」
、

「次
霊
山
聖
人
捧
大
宝
礼
堂
蹲
踞

」
、
「次
霊
山
聖
人
退
出
。
水
瓶
以
下
慥
可

被
返
遣
由
仰
之
」
(35
)

(傍
線
は
筆
者
加
筆
)

こ
の
よ
う
に
、
如
法
経
供
養
と
霊
山
院
は
強
い
関
係
で
結
ば
れ
て
お
り
、
貞
応

元
年

の
慈
鎮
和
尚
に
よ
る
如
法
経
供
養
を
霊
山
院
登
場

の
嚆
矢
と
し
、
『
如
法
経

現
修
作
法
』
に
お
い
て
確
た
る
位
置
付
け
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
十
三

世
紀
か
ら
十
五
世
紀
初
め
ま
で
の
如
法
経
供
養
に
お
い
て
、
霊
山
院
は
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
存
在
と
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
が

『門
葉
記
』
の
記
載
か
ら
わ
か
る
。



七
　
廃
絶

霊
山
院
の
廃
絶
に
つ
い
て
は
、
元
亀
の
焼
き
討
ち
の
と
き
に
廃
絶
し
た
と
す
る

説

〔45
)
と
、
焼
き
討
ち
以
前
に
廃
絶
し
た
と
す
る
説

(
5
5
)
が
あ
る
。

元
亀
の
焼
き
討
ち
以
後
の
史
料
を
見
る
と
、
慶
長
二
年

(
一
五
九
七
)
成
立
の

『
巡
礼
所
作
次
第
』
に
は
、

「霊
山
釈
迦
。
普
賢
。
文
殊
。
如
法
経
」
と
あ

っ
て
、

十
六
世
紀
末
に
は
比
叡
山
修
験
の
巡
礼
す

べ
き
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
、
承
応
元

年

(
一
六
五
二
)
に
魚
山
宝
泉
房
が
撰

し
た

『
山
門
并
葛
川
記
』
(円
融
蔵
)
と

同
本
と
さ
れ
て
い
る

『
比
叡
山
堂
舎
僧
坊

記
』
に
は
、
「
一

霊
山

旧
跡

中

堂

ヨ
リ
辰
巳
ノ
方
十
町

本
尊
釈
迦
。
文
殊
。
普
賢
/
如
法
堂
・
坊
跡
五
L
と
あ

り
、
霊
山
院
は
十
七
世
紀
中
頃
に
は
旧
跡

と
認
識
さ
れ
て
い
る

(56
)。
そ
し
て
、

延
享
元
年

(
一
七
四
四
)
成
立
の

『
山
門
名
所
旧
跡
記
』
に
は

「
一

霊
山
院
旧

跡

同

(都
率
谷

・
筆
者
注
)
」
と
あ
り
、
十
八
世
紀
中
頃
に
も
旧
跡
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
。

聖
衆
来
迎
寺
蔵
の

『
六
道
絵
』
の
旧
軸
木
に
書
か
れ
た
修
復
銘
で
霊
山
院
の
名

が
最
後
に
登
場
す
る
の
は
、
天
文
七
年

(
一
五
三
八
)
の
銘

の
あ
る
軸
木
中
の

「天
文
七
年
七
月
十

一
日
修
覆
之
願
人
二
光
坊
暹
俊
/
六
道
之
絵
像
拾
五
覆
之
内

叡
山
横
川
霊
山
院
之
什
宝
也
」
で
あ
り
、
次
の
修
復
銘
で
あ
る

「永
禄
九
年

(
一

五
六
六
)
三
月
十
二
日
修
覆
之
願
主
来
迎
寺
真
雄
上
人
施
主
聖
真
子
宮
仕
宝
光
敬

白
」
以
後
か
ら
は
霊
山
院
の
名
前
が
消
え

て
、
聖
衆
来
迎
寺
が
登
場
し
、
天
和
三

年

(
一
六
八
二
)
以
降
は
来
迎
寺
の
什
宝
ま
た
は
什
物
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

織
田
信
長
に
よ
る
元
亀
の
焼
き
討
ち
は
元
亀
二
年

(
一
五
七

一
)
で
あ
り
、
旧
軸

木
の
記
載
に
従
う
と
、
永
禄
九
年
以
降
は
霊
山
院
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
な
く
な

る
の
で
、
『
六
道
絵
』
は
焼
き
討
ち
以
前
に
聖
衆
来
迎
寺
に
移

っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
京
都

・
曼
殊
院

に
は

「永
禄
六
年
横
川
霊
山
院
本
堂
勧
進
帳
」

〔
5
7
)
が
蔵
さ
れ
て
お
り
、
題
名
か
ら
永
禄
六
年

(
一
五
六
三
)
に
霊
山
院
の
本
堂

に
勧
進
が
必
要
な
事
態
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
六
道
絵
』
の

軸
木
銘
で
は
永
禄
九
年
か
ら
来
迎
寺
が
登
場
す
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
永
禄
六
年

の
勧
進
が
想
定
ど
お
り
進
ま
ず
、
霊
山
院
が
廃
絶
に
向
か
っ
て
い
っ
た
可
能
性
を

指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
霊
山
院
が
元
亀
の
焼
き
討
ち
以
前
に
廃
絶
ま
た
は
廃

絶
に
近
い
状
態
に
あ

っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

で
は
、
霊
山
院
は
何
故
廃
絶
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
霊
山
院
衰
退
の
背

景
に
如
法
経
供
養

の
衰
退
が
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
『
霊
山
院
式
』
に
は

「右

霊
鷲
山
是
釈
迦
如
来
常
住
之
処
、

一
切
賢
聖
帰
依
之
地
、
諸
天
善
神
常
為
守
護
、

二
有
衆
生
多
蒙
利
益
、
今
此
宝
殿
庶
幾
彼
山
」
と
あ

っ
て
、
霊
山
院
は
釈
迦
が

『法
華
経
』
を
説
い
た
霊
鷲
山
に
庶
幾
す
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
と
あ
る
。
毎
日

行
わ
れ
た
釈
迦
生
身
供
や
毎
月
晦
日
の
霊
山
釈
迦
講
は
、
行
や
法
会
を
通
し
て
霊

鷲
山
を
庶
幾
す
る
た
め
の
方
法
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
霊
山
院
は
そ
の

機
能
を
維
持
し
つ
つ
次
第
に
如
法
経
供
養
の
料
紙
供
給
所
と
し
て
機
能
す
る
よ
う

に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
如
法
経
供
養
の
隆
盛
に
従
い
、
料
紙

供
給
所
と
し
て
の
機
能
を
拡
充
さ
せ
、
院
政
期
ま
で
に
は
そ
の
機
能
に
よ
っ
て
存

在
価
値
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
如
法
経
供
養
が
戦
国
時
代
か
ら
徐

々
に

衰
退
し
、
元
亀

の
焼
き
討
ち
以
後
廃
絶
す
る

(
5
8
)
と
い
う
背
景
の
中
、
如
法
経
料

紙
供
給
と
い
う
霊
山
院
の
主
た
る
役
目
が
な
く
な
り
、
衰
退
し
た
の
で
は
な
か
ろ



う
か
。
そ
し
て
、
霊
山
院
の
荒
廃
が
進
行

し
て
い
っ
た
十
六
世
紀
中
頃
に
、
貴
重

な
霊
宝
だ
け
が
聖
衆
来
迎
寺
に
伝
え
ら
れ
、
霊
山
院
自
体
は
天
正
の
比
叡
山
復
興

の
対
象
施
設
に
挙
が
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
旧
跡
化
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
霊
山
院
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
最
も
利
用
さ
れ
て
き
た

『
山
門
堂
舎
記
』
の
利
用
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
と
い
う
視
点
と
、
霊
山
院
の

創
設
、
発
展
、
廃
絶
と
い
う
視
点
を
も
と

に
論
を
進
め
て
き
た
。
霊
山
院
に
関
し

て
記
載
さ
れ
た
史
料
を
繙
く
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
を
加
え
て
き
た
結
果
、
以
下
の

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
『
山
門
堂
舎
記
』
に

つ
い
て
論
じ
た
。
『山
門
堂
舎
記
』
は
撰

者
不
明
で
あ
り
、
別
本
の
な
い
史
料
で
あ

っ
て
、
成
立
は
東
塔

・
横
川
が
正
元
元

年

(

一
二五九
)
以
降
文
永
十
二
年

(

一
二
七
五
)
以
前
よ
り
も
後
、
西
塔
が
文

永
八
年

(

一
二
七

一
)
以
降
と
し
た
。

『
山
門
堂
舎
記
』
の
霊
山
院

の
記
事
は
、

『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
及
び

『
延
暦
寺
首
楞
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
か
ら

の
書
承
と
、
「僧
忍
妙
状
」
か
ら
で
き
て
い
て
、
書
承
元
に
あ
る
文
字
を
削
除
し

た
り
、
誤
字
が
散
見
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
確
認
で
き
た
。
ま
た
、

「僧
忍
妙

状
」
は

『
山
門
堂
舎
記
』
だ
け
の
貴
重
な
史
料
だ
が
、
元
に
な
る
情
報
を
誤

っ
て

伝
え
て
い
る
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
し
た
。

次
に
、
霊
山
院

の
創
建
年
代
に
つ
い
て
論
じ
た
。
「僧
忍
妙
状
」
に
は
霊
山
院

が
正
暦
年
間
に
創
建
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
『
延
暦
寺
三
塔
諸
堂
』
に
は

正
暦
年
中
創
建
と
い
う
文
言
は
見
え
ず
、
『
阿
娑
縛
抄
』
「諸
寺
略
記
下
」
に
は
正

暦
年
間
創
建
に

「
歟」
と
い
う
疑
問
の
助
辞
を
付
し
て
い
る
。
現
在
刊
行
さ
れ
て

い
る
史
料
で
、
『
阿
娑
縛
抄
』
よ
り
も
先
に
正
暦
年
中
創
建
と
す
る
の
は

「僧
忍

妙
状
」
だ
け
な
の
で
、
『
阿
娑
縛
抄
』
の
正
暦
年
中
説
の
出
所
は
、
僧
忍
妙
状
の

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
「僧
忍
妙
状
」

の
内
容
に
は
十
分
に
確
信
が
置
け
な

い
点
が
あ
る
た
め
、
正
暦
年
中
創
建
を
正
面
か
ら
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一

方
、
『
近
江
霊
山
院
僧
等
申
状
』
、
『
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
、
『
霊
山
院
式
』

は
、
全
て
寛
弘
年
中

の
記
年
で
あ
り
、
『
霊
山
院
式
』
に

「寛
弘
四
年

〈歳
次
丁

未
〉
七
月
十
三
日

霊
山
院
新
坊
」
と
あ
る
点
か
ら
、
霊
山
院
は
寛
弘
年
中
に
創

建
さ
れ
た
堂
舎
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
し
た
。

三

つ
目
に
霊
山
院
と
権
門
勢
家
と
の
関
係
を
論
じ
た
。
『
霊
山
院
過
去
帳
』
の

記
載
か
ら
、
霊
山
院
は
寛
弘
四
年
時
点
か
ら
有
力
貴
族
と
関
係
し
、
そ
の
後
も
藤

原
行
成
、
藤
原
伊
房
、
九
条
兼
実
、
九
条
良
経
と
い
う
権
門
と
関
係
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か

っ
た
。
ま
た
、
『
六
道
絵
』
の
仕
様
等
か
ら
十
三
世
紀
中
～
後
半
に
か

け
て
も
貴
族
等
の
有
力
者
と
の
接
点
が
想
定
さ
れ
、
さ
ら
に
十
三
世
紀
頃
か
ら
活

発
に
な
る
如
法
経
供
養
の
関
係
か
ら
、
皇
族
や
有
力
貴
族
と
密
接
に
繋
が
り
あ

っ

て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

最
後
に
、
霊
山
院
の
廃
絶
に
つ
い
て
論
じ
た
。
霊
山
院
は
当
初
、
霊
鷲
山
を
庶

幾
す
る
と
い
う
目
的
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
十
三
世
紀
頃
か
ら
如
法
経
供
養
の
料

紙
供
給
所
と
し
て
機
能
が
付
加
さ
れ
、
発
展
を
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
如
法
経

供
養
衰
退
の
影
響
で
霊
山
院
自
体
が
衰
退
し
、
信
長
の
焼
き
討
ち
以
前
に
廃
絶
し

た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。



今
回
は
右
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
霊
山
院
に
は
こ
れ
以
外
に
も
解
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
霊
山
釈
迦
講

と

『
法
華
験
記
』
と

の
関
連
や
、
『
霊
山
院
過
去
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
人
々
の
素

性
を
知
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
論
点
が
多
く
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る

こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
別
稿
に
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。

武
覚
超

『
比
叡
山
諸
堂
史

の
研
究
』

(法
蔵
館
、

二
〇
〇
八
年
)
。

霊
山
院

に

つ
い
て
触
れ

て
い
る
論
文

で
管
見

に
入

っ
た
も

の
は
、
景
山
春
樹

「横
川

の
霊
山
院
と
華
台
院
」

(古
代
学
協
会
編

『
延
喜

天
暦
時
代

の
研
究
』

〈吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
九
年
〉
。
景
山
春
樹

『
比
叡
山
寺

そ

の
構
成
と
諸
問
題
』

〈同
朋
舎
、

一
九

七
八
年
〉

に
再
録
)
、
川
崎
庸
之

『
日
本

の
名
著

4

源
信
』

(中
央
公
論
社
、

一
九

七

一
.年
)
、
堀
大
慈

「
二
十
五
三
昧
会
と
霊

山
釈

迦
講

源
信

に
お
け
る
講
運
動

の

意
義
1
」

(
二
葉
憲
香
博
士
還
暦
記
念
会
編

『
仏
教
史
学
論
集
』

〈永

田
文
昌
堂
、

一

九
七
七
年
〉
。
大
隅
和
雄

・
速
水
侑
編

『
日
本
名
僧
論
集
第

四
巻

源
信
』

〈吉
川
弘

文
館
、

一
九

八
三
年
〉

に
再
録
)
、

速
水
侑

『
源
信
』

(吉
川

弘
文
館
、

一
九
八
八

年
)
、
章
輝
玉
、

石
田
瑞
麿

『
新
羅

の
浄
土
教

空
也

良
源

源
信

良
忍
』

(講

談
社
、

.
九
九

一
.年
)
、

小
原
仁

『
源
信
』

(
ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房
、

二
〇
〇
六
年
)
、

武
覚
超

『
比
叡
山
諸
堂
史

の
研
究
』

(法
蔵
館
、

二
〇
〇
八
年
)
。

霊
山
院
自
体
を
研
究
対
象
と

し
、
創
建

か
ら
廃
絶
ま

で
を
見
通

せ
る
研
究
を
さ
れ

て

い
る
の
は
、
清
原
徹
雄
氏

で
あ

る
が
、
清
原
氏

の
論
考

は
論
文
と

し
て
世

に
出

て
お

ら
ず
、

口
頭
発
表

の
み
で
あ

る
。

こ
こ
に
清
原
氏
が
行

っ
た
学
会

で
の
口
頭
発
表

の

タ

イ
ト

ル
を
紹
介

し
た

い
。

な
お
、
筆
者

は
清

原
氏

の
発
表

に
関

し
て
は
、

「平
成

二
五
年
度

叡
山
学
会
」

の
レ
ジ

ュ
メ
を
拝
読
さ

せ
て
い
た
だ

い
た
が
、
霊
山
院

に

関
す

る
新
た
な
史
料
を
紹
介
さ
れ

て
お
り
、
大
変
刺
激
的
な
も

の
で
あ

っ
た
。

・
「『
霊
山
院
釈
迦
堂
毎

日
作

法
』
に

つ
い
て
」

(
平
成

二
十
年
度

第

二
回

叡
山
学
院

文
研
例
会
)

・
「『
霊
山
院
釋

迦
堂
毎

日
作
法
』

に

つ
い
て
」

(平
成

二
十
年
度

天
台
宗
教
学
大
会
)

・
「横
川
霊
山
院

に

つ
い
て
」

(平
成

二

一
年
度

第

一
回

叡
山
学
院
文
研
例
会
)

・
「横
川
霊
山
院

に

つ
い
て
」

(平
成

二

一
年
度

叡
山
学
会
)

・
「横
川
と
如
法
経

に

つ
い
て
」

(平
成

二

一
年
度

天
台
宗
教
学
大
会
)

・
「九
条
兼
実
と
如
法
経
会

に

つ
い
て
」

(平
成

二
二
年
度

第

二
回

叡
山
学
院
文
研
例

会
)

・
「如
法
経
会

の
成
立
過
程

に

つ
い
て
」

(平
成

二
二
年
度

天
台
宗
教
学
大
会
)

・
「『
釋
迦
講
式
』

に

つ
い
て
～
伝
恵
心
御
作

『
横
川
霊
山
院
釋

迦
如
来
生
身
供
式
』

に

つ

い
て
～
」

(平
成

二
五
年
度

第

一
回

叡
山
学
院
文
研
例
会
)

・
「叡
山
文
庫
蔵

『
横
川
霊
山
院
釋

迦
如
来
生
身
供
式
』

に

つ
い
て
」

(平
成

二
五
年
度

叡
山
学
会
)

(
4
)
そ
れ
ぞ
れ

の
所
収
資
料
は
以
下

の
と
お
り

で
あ
る
。

・
『
霊

山
院
釈
迦
堂
毎

日
作

法
』

『
大

日
本
史

料
』

第

二
編
之

五

(寛

弘
四
年
七
月
三

日
条
)

及
び
十

一

(寛
仁

元
年

六
月
十

日
条
)
、
『
恵

心
僧
都
全
集
』
第

五
号
。
『
比
叡

山
と

天
台

の
美
術
』

(朝

日
新
聞
社
、

一
九
八
六
年
)
と

『
最
澄
と
天
台

の
国
宝
』

(読

売
新
聞
社
、

二
〇
〇

五
年
)

に
は

一
部
写
真
版
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

・
『
霊
山
院
式
』

『
大

日
本
史
料
』
第

二
編
之
五

(寛
弘
四
年
七
月
三

日
条
)



・
『
延
暦
寺
首
楞

厳
院
源
信
僧
都
伝
』

『
恵
心
僧
都
全
集
』
第

五
号
、
『
大

日
本
史
料
』

第

二
編
之
十

一

(寛
仁

元
年
六
月
十

日
条
)
。

・
『
玉
葉
』

『
玉
葉
』
第

二

(名
著
刊
行
会
、

一
九
七
九
年
)
所
収
。

・
『
慈
鎮
和
尚
建
暦

日
録
』

『
鎌
倉
遺
文
』

一
九
七
四
、
『
大

日
本
史
料
』
第

四
編
之
十

二
建
保

元
年

二
月
是
月
条
、
同
第

五
編
之

二
一二
宝
治

元
年
十

一
月

二
六

日
条
、
同
第

五

編
之
三

二
建
長

二
年
正
月
十

一
日
、
『
門
葉
記
』
巻
第

一
四
〇

・
『
慈
鎮
和
尚
承
久
貞
応
御
譲
状
案
』

『
鎌
倉
遺
文
』

二
九
七
〇

・
『
門
葉
記
』

「如
法
経

一
」

『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』
図
像
第
十

一
巻

・
『
如
法
経
現
修
作
法
』

『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』

二
七
三
〇

・
『
阿
娑
縛
抄
』

『
大

日
本
仏
教
全
書
』
巻
四

一
、
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

・
『
叡
岳
要
記
』

『
群
書
類
従
』
第

二
四
輯

・
『
関
東
御
教
書
案
』

『
鎌
倉
遺
文
』

一
八
六
四
五

・
『
近
江
霊
山
院
破
損
注
文
』

『
鎌
倉
遺
文
』

一
八
九
七

二

・
『
近
江
霊
山
院
僧
等
申
状
』

『
鎌
倉
遺
文
』

一
九
〇
三
七

・
『
近
江
霊
山
院
修
造
用
途
注
文
』

『
鎌
倉
遺
文
』

一
九

一
六
六

・
『
寂
真
申
状
案
』

『
鎌
倉
遺
文
』

一
九

二
〇

四

※
な
お
、

こ
れ
ら
と

は
別

に
、
註

(
2
)

の
論
著

で
景
山
春
樹
が

『
横
川
霊
山
院
造
立
案

文
』
と

し
て
紹
介

し
て
い
る
。

・
『
渓
嵐
拾
葉
集
縁
起
』

『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』

二
四

一
〇

五
〇
五
上

・
『
聖
衆

来
迎
寺
本
六
道
絵

旧
軸

木
修
復
銘
』

加

須
屋
誠

「聖
衆
来
迎
寺

本
六
道
絵

に

つ
い
て
」

(『
研
究
発
表
と
座
談
会

六
道

の
思
想
と
美
術
』
上

野
記
念
財
団
助
成
研
究

会
、

二
〇
〇
七
年
)

・
『
渓
嵐
拾
葉
集
』

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

二
四

一
〇

八
〇
〇
中

・
『
延
暦
寺
三
塔
諸
堂
』

寺
島

典
人

「延
暦
寺
本

『
延
暦
寺
三
塔
諸
堂
』

『
阿
娑
縛

抄
』

「諸
寺
縁
起
」

の
古
写
本

」

(大
津
歴
史
博
物
館

『
研
究
紀
要
』
十

二
、

二
〇
〇

六
年
)

・
『
山
門
堂
舎
記
』

『
群
書
類
従
』
第

二
十
四
輯

・
『
声
明
源
流
記
』

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

二
七

二
〇

八
六
五
中

・
『
騫
驢
嘶
餘
』

『
群
書
類
従
』
第

二
十
八
。

・
『
巡
礼
所
作
次
第
』

『
大

日
本
続
蔵
経
』
巻
九
六

・
『
比
叡
山
堂
舎
僧
坊
記
』

『
天
台
宗
全
書
』

二
四

・
『
正
教
房
流
北
嶺
回
峰
次
第
』

『
大

日
本
続
蔵
経
』
巻
九
六

・
『
山
門
名
所

旧
跡
記
』

『
天
台
宗
全
書
』

二
四

・
『
山
門
堂
舎
由
緒
記
』

『
天
台
宗
全
書
』

二
四

※
な

お
、
武
覚

超
は

註

(
1
)

の
著
作

で
、

『
比
叡

山
古
絵

図
』

の
う
ち
、

滋
賀

院
蔵

「比
叡
山
三
塔
図
屏
風
」
、
三
千
院
蔵

「比
叡
山
三
塔
図
屏
風
」
、
南
渓
蔵

「比
叡
山
絵

図
」
、
『
日
本
天
台
史
』
続
巻

口
絵

「比
叡
山
古
地
図
」

に
は
霊
山
院

の
建
物
が
記
載
さ

れ

て
い
る
と
し

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
絵
図

に

つ
い
て
は
筆
者
未
見
。

(
5
)
康
平

四
年

(
一
〇

六

一
)

五
月
以
前

の
成

立
と
す

る
速
水

の
説
に
従
う

(速
水
侑

「源
信
伝

の
諸
問
題
」

〈
同

『
平
安
仏
教
と
末
法

思
想

』
吉
川
弘

文
館

、
二
〇
〇
六

年
〉
)
。

(
6
)
『
山
門
堂
舎
記
』
中

の

「僧
忍
妙
状
」

に

つ
い
て
は
、
本
稿

「
二

・
二

『
山
門
堂
舎

記
』

の
霊
山
院

の
記
述
」

で
詳
述
す
る
。

(
7
)
当
該

文
書

に
記
年

は
な

い
が
、
文
末

に

「金

剛
仏
子
覚
源
」
と
あ

り
、

『
門
葉
記
』



巻

八
三

「如
法

経
五
」

に
は
寛

元
二
年

(
一
二
四

三
)

の
記
事

の
中

に

「覚
源
僧

都
」
と
あ
る

の
で
、
当
該
文
書

の
成
立
を
十
三
世
紀
中
頃
と
し
た
。

天
和
三
年

の
銘

は
全
部

で
四

つ
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
ほ
か
に
年
記
な

し
の
も

の
三

つ

あ
り
、

こ
の
三

つ
は
い
ず
れ
も
来
迎
寺

の
什
物
と
す

る

こ
の
文
献

は
刊
行
さ

れ
て
い
な

い
が
、
清
原
徹
雄
が
平
成

二
五
年
度
叡
山
学
会

に
お

い
て
発
表
さ
れ
た

(註

(
3
)
参
照
)
。

景
山
、
速
水
、
武

は

『
山
門
堂
舎
記
』

以
外

の
文
献
も
利
用
し

て
い
る
。
ま
た
、
川

崎

は

『
山
門
堂
舎
記
』
を
利
用

し
て
い
な

い
。

『
国
史
大
辞
典
』

(吉

川
弘
文
館
、

一
九
八

五
年
)
、
『
群
書
解
題
』

(続

群
書
類
従
完

成
会
、

一
九
六

二
年
)
、
『
日
本
仏
教
典
籍
大
事
典

』

(雄
山
閣
、

一
九
八
六
年
)
を

参
考

に
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
解
説
者

に

つ
い
て
は
、
註

(
14
)
～

(
17
)
を
参
照

の

こ
と
。

渋
谷
泰
亮

『
昭
和
現
存
天
台
書
籍
綜
合

目
録
』

(法
蔵
館
、

一
九
七
八
年
)
。

『
群
書
解
題
』

(続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
六

二
年
)

の
下
出
積

の
解
説
を
参
照

し

た
。

『
群
書
解
題
』

(続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
六

二
年
)

の
下
出
積

の
解
説
に
よ

る
。

『
国
史
大
辞
典
』

(吉
川
弘
文
館
、

一
九
八

五
年
)

の
武
覚
超

の
解
説

に
よ

る
。

註

(
1
)
に
同

じ
。

『
日
本
仏
教
典
籍
大
事
典
』

(雄
山
閣
、

一
九
八
六
年
)

の
木
内
尭
央

の
解
説
に
よ
る
。

『
阿
娑
縛
抄
』

は

『
大

日
本

仏
教
全
書
』
と

『
大

正
新

脩
大
蔵
経
』

に
あ
り
、
異
名

同
本

の

『
三
塔
諸
寺
縁
起
』

は

『
大

日
本
仏
教
全
書
』
、
『
続
群
書
類
従

』
、
叡
山
文

庫
蔵

『
延
暦
寺
三
塔
諸
堂
』

に
収
め
ら
れ

て
い
る
が
、
『
延
暦
寺

三
塔

諸
堂
』

は
元

応

元
年

(
一
三

一
九
)
書

写

の
古

い
姿

で
あ

る
と
考

え
ら
れ

て
お
り
、
『
延
暦
寺
三

塔

諸
堂
』

に
最

も
近

い
内
容

を
有
す

る

の
が
大

正
新
脩
大

蔵
経

本

『
阿
娑
縛

抄
』

「諸
寺
略
記
下
」

で
あ
る
た
め
、
本
稿

で
は
内
容
及
び
名
称

(諸
寺
略
記
下
)

は
大

正
新
脩
大
蔵
経
本
を
利
用
す

る
こ
と
と
す

る
。

宮
島

新

一

「『
阿
娑
縛

抄
』

を
め

ぐ
る

二
、

三

の
問
題
-

曼
殊

院
本

を
中

心
に

し

て
ー
」

(『
仏
教
芸
術
』

一
一
二

〈毎

日
新
聞
社
、

一
九
七
七
年
〉
)
。

切
畑
健

は
、
成
立
年
代
を
仁
治
三
年

(
一
二
四
二
)
～
弘
安
七
年

(
一
二
八
四
)
と

広
く
と

っ
て
い
る

(同

「阿
娑
縛
抄

そ

の
成
立
と
撰
者
承
澄
」

〈『
仏
教
芸
術
』
七

十
、

一
九
六
九
年
〉
)
。

『
阿
娑
縛
抄
』

「諸
寺
略
記
下
」

に
は
当
該
記
事
は
な

い
。

伝
未
詳
。
『
霊
山
院
過
去
帳
』
七
月
十

五
日
条
に
署
名
あ
り
。

僧
忍
妙

に

つ
い
て
は
伝
未
詳

景

山
春
樹

「円
仁

の
根

本
如
法
経
と
横
川

の
発
達

」

(村
山
修

一
編

『
比
叡
山
と
天

台
仏
教

の
研
究
』

〈名
著
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
〉
)
。

「
涓
垂
」

の
意
味

は
不
明
。
誤
写

の
可
能
性
あ
り
。

『
霊
山
院
式
』
末
尾

の
書

き
加
え
ら
れ

た
文

に
は

「霊
山
院

正
暦
年

中
建
立
、
本
願

恵

心
先

徳

云

々
」
、

「或

記

云
、
正

暦
年

中
、

恵

心
僧
都

勧

賢
祐

上
人

、
令
建

立

云
々
」
と
あ
り
、

正
暦
年
中
創
建
を
謳

っ
て
い
る
が
、

こ
の
文

に
は

「公
家
武
家
生

身
供
勧
進
在
之
」
と
あ
る

の
で
、
後
世

に
付
加
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
と
考
え
る
。

註

(
2
)
速
水
侑

の
論
著

に
同
じ
。

『
続
群
書
類
従
』
第

二
七
輯
下
所
収

註

(
2
)
堀
大
慈

の
論
著

に
同
じ
。



註

(
2
)
川
崎
庸
之

の
論
著

に
同
じ
。
そ

の
後
、
速
水
侑
も
註

(
2
)

の
論
著

で
川

崎

の
意
見
を
支
持
。

註

(
29
)
に
同

じ
。

『
玉
葉
』
第

二

(名
著
刊
行
会
、

一
九
七
九
年
)
所
収
。

藤

原
伊
房
は

「卿
」

と
呼
ば

れ
て
お
り
、

「
卿
」
は
大
納
言
、
中
納

言
、
参
議
以
上

の
官
、
三
位
以
上

の
位

の
人
物

に
対
し

て
使
わ
れ
る
称

で
あ
り
、
伊
房
は
延
久
四
年

(
一
〇
七

二
)
十

二
月

二
日
に
参
議

に
任
ぜ
ら
れ

て
い
る

(位
は
正
四
位
下
)

の
で
、

延
久
四
年
以
降

に
額

の
書
写
を

し
た
も

の
と
考
え
ら
れ

る
。

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
十

二
月
十

日
条

『
諸
寺
供
養
類
記
』
引

用

の

『
堂
供
養
記
』

(
山
中
裕

『
藤
原
道
長
』

〈
教
育
社
、

一

九
八
八
年
〉
)
。

『
朝

日
歴
史
人
物
事
典
』

(朝

日
新
聞
社
、

一
九
九

四
年
)
を
参
考

に
し
た
。

加
須
屋
誠

「聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵

に

つ
い
て
」

(『
研
究
発
表
と
座
談
会

六
道

の

思
想
と
芸
術
』

〈上

野
記
念
財
団
助
成
研
究
会
、

二
〇
〇
七
年
〉
)

註

(
3
)
清
原
徹
雄
、
平
成

二
五
年
度
叡
山
学
会

に
お
け
る

口
頭
発
表
資
料

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

図
像
部
第
十

一
巻

図
像
部
第
十

一
巻

図
像
部
第
十

一
巻

図
像
部
第
十

一
巻

図
像
部
第
十

一
巻

図
像
部
第
十

一
巻

図
像
部
第
十

一
巻

図
像
部
第
十

一
巻

六
四
九
下

六
五
三
中

六
五
六
中

六
八

一
下
～
六
八

二
上

六
七

一
下

七
〇
八
中
～
下

六
九
八
上
～
中

七

一
一
中
～
下

現
在
、
霊
山
院

は
滋
賀
医
大
供
養
塔

か
ら
西
北
西
方
向

へ
直
線
距
離

で
約
三
百

メ
ー

ト

ル
地
点

に
あ

る
石
造
宝
塔

の
笠

石
が
出
土

し
た
あ
た
り
と
比
定
さ
れ

て
い
る
が
、

明
確
な

場
所
は
わ

か

っ
て
い
な

い
。
『
比
叡

山
堂
舎

僧
坊
記
』

に
は

「
如
法
堂

・
坊

跡

五
」
と
あ
り
、
明
和

四
年

(
一
七
六
七
)

に
成
立

し
た
撰
者

不
詳

の

『
山
門
堂
舎

由
緒
記
』

に
は
、

三

霊
山
院

旧
跡
/
本
尊

釈
迦

〈康
尚
作
〉

恵
心
僧
都
開

基
。
山
門

五
別
所
之

一
。
坊
舎
跡
甚
多
。
未
詳
。
洛
東
霊
山
元
模
此
地
L
と
あ

っ
て
、

十
八
世
紀
中
頃
ま

で
は
房
舎
跡
が
多
数
確
認

で
き
た

こ
と
が
わ

か
る
。

註

(
12
)

に
同

じ
。
本
史
料

に

つ
い
て
は
筆
者
未
見
。

『
大
蔵
経
全
解
説
大
事
典
』

(雄
山
閣
、

一
九
九
八
年
)

『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』

二
七
三
〇

八
九

二
上

の
橘
川
智
昭

の
解
説
に
よ
る
。
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